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当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスは、公正な企業活動を期すとともに、経営の

透明性を高めつつ、経営システムの効率性と意思決定の迅速化の向上を目的としています。

また、コーポレート・ガバナンスは、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を

図るための仕組みと捉えております。今後、社内外とのゴーイング・コンサーン（事業活

動の継続）に関する共通認識を醸成しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経

営課題として、その改善に継続して取り組んでまいります。

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス強化の歩み

取締役構成の最適化

■ 取締役（社内）　■ 取締役（社外）

■ 監査役（社内）　■ 監査役（社外）

執行役員制度導入

選任指名諮問委員会設置

報酬諮問委員会設置

退職慰労金制度廃止

リスク・コンプライアンス委員会設置
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重要課題：コーポレート・ガバナンスの充実

2020年度
［目標・課題］

2021年度
［目標・課題］

経営の透明性向上と経営システムの効率性向上
●取締役会の実効性向上に向けた各課題への対応　●改訂CGコードへの対応　●ESG情報の開示の充実と積極的対話

経営の透明性向上と経営システムの効率性向上
●積極開示の推進（英文開示情報の充実）　●役員報酬制度の見直し　●取締役会実効性評価の充実
●政策保有株式の縮減

詳細はWebサイトをご参照ください。
https://www.ooc.co.jp/ir/material/governance_doc/
コーポレート・ガバナンス報告書
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社外取締役の比率1/3に

ガバナンスに関するハイライト（2020年11月30日現在）

取締役会開催回数

16回

監査役会開催回数

15回

諮問委員会開催回数

選任指名2回
報酬3回

CSR/ESGに関する面談数

2回

中長期にわたり企業価値を持続的に高めていくため、

経営の透明性および効率性の向上に努めています。
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全てのステークホルダーの視点をバ

ランスをもって経営に反映させるこ

と、他方で、企業価値の向上のために

は、社内経営陣とワンチームで協働す

ることが役割と認識しています。この1

年は、社内経営陣との忌憚のない議

論を通じ、幹部人事や、M＆A案件を

はじめとする個別事案の方針決定、初のCSRレポートの作

成やコーポレート・ガバナンス強化のための諸規定の整備

などで、相応の役割は果たせたのではないかと思っていま

す。わたしは省庁出身であり、マクロの経済社会情勢や行

政の動向をとらえ、持続可能な企業価値向上につなげてい

くことにも努めたいと思います。

社外取締役

川上  尚貴

省庁出身者としての知見を生かして、
取締役会などの審議の場で貢献していきます

社外監査役の役目は、取締役会に出

席し業務が適正に行われているかを

監査することです。取締役会、経営会

議では毎回さまざまな報告や活発な

議論が行われており、会社はまさに生

き物、「有機体」であると実感していま

す。生き物ゆえに正直、体調は良い時

ばかりではなく悪い時もありますが、症状が軽いうちに指

摘・助言することを心掛けています。

社内経営陣は、企業価値向上のために社外役員の発言に

対して真摯に応えてくれていると感じますし、わたし自身、

社外監査役として会社を良くするために何らかの貢献がで

きたと感じた時にやりがいを感じます。

わたしの専門は会計ですが、ステークホルダーの視点に

立った見識も身に付けるよう努め、経営を健全に維持する

役割を果たしていきたいと思います。

社外監査役

吉田  恭子

ステークホルダーの視点から、
健全な経営の維持に資する提言に努めていきます

当社は、経営理念に則り、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上を実現
するため、取締役および監査役の報酬体系と報酬水準を決定しております。
取締役の報酬は、基本報酬となる月額報酬、業績連動報酬となる年次賞与
および譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役およ
び監査役につきましては、その役割と独立性の観点から、基本報酬となる
月額報酬のみとしております。なお、2021年11月期より中期業績連動報酬
を導入する予定です。

❶政策保有株式の縮減に向けた方針
当社の保有する政策保有株式は、保有基準を定め、毎年取締役会にて個別
の案件ごとに検証を行い、縮減に向けた判断を行ってまいります。

❷株式の保有基準について
当社は、顧客および取引先などの安定的・長期的な取引関係の維持・強化
や当社の中長期的な企業価値向上に値するなど、当該株式を保有する合
理性があると判断される場合に限り、株式の保有を行います。保有株式に
ついては、定期的に取締役会へ報告を行い、個別銘柄ごとに取引関係の維
持・強化、中長期的な保有メリットおよび保有にともなう便益やリスクが資
本コストに見合っているかなどを総合的に勘案し、保有の適否を検討して
おります。

❸政策保有株式に係る議決権の行使について
政策保有株式の議決権行使については、適切な対応を確保するために、取引
先企業の中長期的な企業価値を高め、持続的成長に資するか、また当社の
利益に資するかなどを総合的に判断できる具体的な議決権行使基準を定
め、議決権の行使を行っております。

社外役員としての立場から

当社は海外投資家向けに英語での情報提供を進めております。現在、英語で
の情報提供は、株主総会招集通知、決算短信、決算説明会資料およびCSRレ
ポートを当社ホームページなどに開示するとともに、株式会社東京証券取引
所のホームページの東証上場会社情報サービス、上場会社詳細（基本情報）
の『Summary of Financial Results』にて英語での情報開示・提供を行って
おり、海外投資家への英語での情報提供の拡充に努めております。

経営の透明性向上に向けた取り組み

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の「任意の仕組みの活用（補充原
則4-10①）」に準じて、独立社外取締役の選任および諮問委員会の設置など
コーポレート・ガバナンス体制の強化を継続して進めております。
現在、独立社外取締役は２名を選任しています。この２名ともに専門性の高い
知識と豊富な経験を生かして、取締役会にて意見を述べているとともに、必要
に応じて各取締役に対して助言を行っております。なお、独立社外取締役を取

締役会の過半数にする点については、引き続き対応を検討してまいります。
また、当社の取締役に関する指名および報酬などの重要な事項に関する検
討は、取締役会の下に設けた選任指名諮問委員会および報酬諮問委員会
の2つの諮問委員会が行っています。両委員会ともに、2名の独立社外取締
役と代表取締役社長が構成員となり、独立社外取締役が議長を務めるとと
もに、適切な関与と助言を行う体制としております。

独立社外取締役および諮問委員会の役割と権限

決算短信

2019年度

英語による各種情報提供の状況

招集通知 決算説明会資料 CSRレポート

× × × ×

2020年度 ○ ○ ○ ○

後継者計画の構築と実施
中長期にわたる事業の持続的成長の観点から、当社では経営人材の育成
がきわめて重要な課題の一つであると認識しております。そのため、「コー
ポレートガバナンス・コード」の「取締役会の役割・責務（補充原則4-1③）」
に準じて、取締役会が後継者計画の策定・運用を主体的に担っています。
具体的には、当社において、社長の後任候補者の選定は現任者自身が主体
的に関与するものであり、その後継者育成計画の立案責任も現任者が負う
ものと考えています。なお、現任者が後任候補者を選定する際に支障があ
るなどの場合には、選任指名諮問委員会が主導的な役割を担うこともあり
えます。
一方で、現任者の再任という選択肢を含む場合には、審議の公正性を確保
するため、再任の要否の検討は、選任指名諮問委員会において委員長およ
び社外取締役である委員のみで行います。また、選任指名諮問委員会は、
社長より後継者育成計画や具体的な後任候補者の指名について十分な報
告を受け、意見を交換し、独立した立場から社長に対する評価や当社の経
営課題も踏まえて検討を加え、フィードバックを行います。
具体的な後任候補者の評価については、現任者が選定した候補者案に対

し、選任指名諮問委員会が、独立かつ客観的な立場からその妥当性につい
て判断します。

下記は、2021年1月22日に策定した「後継者計画方針」および「育成計画
方針」です。

❶後継者計画方針
社長の後継者計画の策定・実行は、社長の権限であり義務である。
選任指名諮問委員会は、社長候補者の選定基準の策定、選定プロセス策
定、育成計画策定および全体の確認後継者計画のモニタリングを行い、
候補者に関する答申などを取締役会に行う。

❷育成計画方針
継続的成長を支える次世代の経営執行を担う人材を育成するため、社
長は取締役、執行役員を中心に常に後継者候補を想定し、その育成に努
める。

海外の投資家への情報提供の充実

当社の取締役会全体の実効性については、取締役と監査役を対
象に取締役会の運営・審議・構成・課題の実施状況・支援体制・総
合評価に関するアンケートを実施し、その回答の集計結果を取り
まとめ、取締役会にて分析・評価を行いました。

その結果、当社の取締役会の実効性は「おおむね良好」との評価
を得ており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いた
しました。

経営の効率性向上に向けた取り組み

取締役会の実効性の向上

中長期経営計画策定において、社外取締役に対して計画に関す
る十分な説明を行ってまいりました。今後も社外取締役を交えた
中長期経営計画策定に関して、さらに議論を深めることが重要で
あると認識し、継続的な課題としてまいります。

中長期経営計画策定における社外取締役の関与の深化

中期的な業績連動報酬導入および後継者計画については議論お
よび検討を行い、体制の構築、運用を行ってまいりました。今後
は、これらの運用に関してモニタリングを行ってまいります。
一方、取締役のジェンダーに関する事項については、現時点で議
論が十分でないことから、今後の継続課題として議論を重ねてま
いります。

以上の諸課題の解決に向けて、役員（取締役、監査役）同士のコ
ミュニケーションが今後とも重要であると認識しており、引き続き
取締役会の実効性の向上、強化を図ってまいります。

コーポレート・ガバナンス対応の議論

2019年12月より、内部統制委員会の下部組織であるリスク・コン
プライアンス委員会を発足させ、当社のリスクマネジメントの運用
を行ってまいりました。取締役会は、内部統制委員会の報告によ
り、当社のリスクマネジメントの状況のモニタリングを行ってまい
りました。今後も、モニタリング内容をもとに、取締役会での事業
などリスクに関する議論を深めてまいります。

リスクマネジメントに関する対応

全取締役・監査役が、取締役会のみならず、取締役会における議
論・審議の事前会議として、業務執行・会社経営に関する内部統
制項目の報告などを行う経営会議および内部統制委員会に出席
することにより、報告・審議は適切になされております。今後さら
に取締役会における議論・審議を強化するため、取締役会と経営
会議の役割分担・機能改善に関しては継続課題としております。

取締役会と経営会議に関する事項

当社では、取締役会などで議論するテーマの配布資料および内容
に関して改善を行ってまいりました。今後も引き続き社外取締役・
監査役への審議事項のさらなる理解の向上および議論の深化の
ための工夫を行ってまいります。

配布資料と内容のさらなる充実

役員報酬制度

政策保有株式の縮減

取締役会の実効性が「おおむね良好」と確認した理由

●独立性・客観性を有する取締役会の構成について、取締役6名の内2名が
独立社外取締役であり、社外取締役比率が1/３となり、取締役会の諮問
機関である選任指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置し、その議
長には独立社外取締役を選任し、適切な答申を行うことにより、取締役会
の監督機能を確保しております。
●2020年8月に理念体系の整備を行い、当社グループでの理念の浸透を図
り、CSRレポートの発行により、当社ステークホルダーへESGに係る情報
開示の強化を図っております。
●2019年12月より、取締役会の下部組織である内部統制委員会の下にリ
スク・コンプライアンス委員会を新たに設置し、リスクマネジメント体制の
強化を図るとともに経営リスクなどに対する取締役会でのモニタリング体
制の整備を図ってまいりました。また、新型コロナウイルス感染症に関す
る対応を適切に行い、事業継続に対するリスク対応を図っております。
●2020年2月末に買収防衛策の廃止を行うにあたり、取締役会での十分な
議論を行い廃止することの決議を行うとともに、中長期経営計画の達成
に向けた対応により一層の企業価値向上に努めております。
●半期ごとの会社説明会と四半期ごとの機関投資家とのIRを行い投資家と
のコミュニケーションの強化を図り、取締役会への四半期ごとの報告・審
議、従業員労働環境整備や地域・社会貢献の強化の議論と実施によりス
テークホルダーを意識した審議をしております。
●ガバナンスの課題でありました後継者計画および業績連動報酬制度につ
いての議論を行い、体制の整備・運用を開始いたしました。
●取締役会の運営にあたり、メンバーへの情報提供の改善を図り、取締役会
で議論審議を行っております。また、コロナ禍における当社取締役会など
の取締役・監査役が出席する重要会議体は、リモート会議などを通じて開
催しており、当社運営は問題なく対応をしております。
●役員個別研修にとどまらず、役員共通テーマの集合研修を開催し、さらな
る支援体制の強化を図ってまいりました。

2取得銘柄数

2020年度実績

今後も引き続き、縮減に努めてまいります。

取得株数

53,000株 1.26億円

取得価額

2売却銘柄数 売却株数

1,310株 0.06億円

売却価額
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